
平成24年 10月 改定

0%釉 蛉魏陪瞼靡褥舅憮鰺
●



〔MUTUAL AID:本目互扶助〕自動車共済事業は、一人の組合員がすべての組合員のために、また、

すべての組合員が一人の組合員のために互いに助けあうという財目互扶助」を理念としています。

慄仄釉辣赳鰊隆跛鰺睫雉鶉翡鶴

凩麒蝙綺餡祗纂炒ρ鶏

自動車共済は、ご契約の皆様を

自動車事故から守りま
｀
九

自動車事故といつても、種々様々なパターンがあり、また、

損害 (負担)もいろいろ発生します。

思いがけない事故損害から自分を守るため、「人身傷害共

済」「車両共済」「代車費用」「事故付随費用」「臨時費用」

等をセットしてこ契約されることをお勧めします。

●東北自動車共済協同組合とは…

東北経済産業局の認可のもと、昭和49年 に設立した自動車

共済協同組合です。

●組合へのこカロ入は…

1回 1,000円の出資金が必要です。

●自動車共済の利用は…

組合員の方はもちろんのこと、従業員やこ家族の方、また、

加入資格のない方でも1,000円 の員外利用料でこ利用でき

ます。

お得な推》け金で大きな安褥 l

当組合は組合員の相互扶助の精神に基づき事故による経済的

損失を補てんするための共済事業で、営利を目的としません

から掛金が大変害」安です。

スピーディは事敵対悠 l

事故処理にあたつては、東北6県 に配置している自動車共

済の専門職員が当事者間に立ち誠意をもつて解決にあたり

ます。

■●■纏ぷ共濤鰊儡 1髪嚢片ぞ幽蓼‐‐‐‐‐

全国どこで事故を起こされても安心です。自動車共済の「ネッ

ト網」が迅速な事故処理をいたします。当組合をはじめ北海

道 関東 中部・西日本の5つの組合が協力し、きめ細かなサー

ビスに努めています。

マークの説明
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君τ千辱』ます。

自家用 8車種に

適用されます。

自家用 3車種に

適用されます。

二輪自動車および

原動機付自転車に

適用されます。

1ご契約者で所有 使用の

お車を1台～ 9台ご契約の

お客様に適用されます。

(E)注意事項

麒盆饒与
免責事由

蝙

躙

個人契約

法人契約

普通

小型

軽四輪

自家用乗用車

自家用小型貨物車

自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車

(最大積載量05t超 2t以下 )

自家用普通貨物車

(最大積載量05t以下 )

特種用途自動車

(キ ヤンピング車)



対人賠償共済 対物賠償共済

自動車事故により、歩行者や

他のお車に乗車中の方など他

人を死亡させたり、ケガをさ

せ、法律上の損害賠償責任を

負つたときに、被害者 1名ごと

ご契約金額を限度に対人賠

償共済金をお支払いしま魂

(ただし、自賠責共済で支払

われる部分を除きま魂 )

お支払いする共済金の額

損害賠償責任額+費用
自賠責共済 (保険)支払額

(強制保険)

自動車事故により他人の財物 (自

動車・家屋・家財・商品等)を壊

し、法律上の損害賠償責任を負

う場合に、1事故につき、ご契約

金額を限度に対物賠償共済金を

お支払いしま丸

お支払いする共済金の額

損害賠償責任額+費用
こ契約の免責金額

「3・ 5。 10・ 15・ 20万円」または「なし」

(例〉損害賠償責任額と費用の合計額が3億円、自賠責共済 (保険)支払

額が3,000万円の場合

3億円-3,000万 円=共済金2億7.OOO万円

※費用とは、次の費用をいいます。

損害の防止軽減のために必要または有益であった費用、他人に損害

賠償請求ができる場合、権利の保全または行使に必要な手続きに要す

る費用、など共済約款で定める費用をいいま硯

●対人賠償 高額判決例

対人事故・対物事故ともに、お客さまが加害者となり、相手方

から損害賠償請求を受けた場合に、相手方との示談交渉をお引

受けします。

賠償金額が明らかにご契約金額を超える場合や相手方が当組合

と直接折衝することに同意しない場合または、相手の方の一方

的な過失事故で法律上の損害賠償責任が発生しない場合などの

際は、示談交渉サービスをご提供できない場合もありま魂

(例〉損害賠償責任額と費用の合計額が1,OOO万円、ご契約の免責金額

が3万円の場合

1,000万円-3万円=共済金997万円

※費用は、対人賠償共済でいう費用と同じで魂

●対物賠償 高額判決例

対物賠償共済において 航空機の損壊やご契約のお車に積載中の危険
物 (道路運送車両法の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしく
は危険物、同法の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物
または毒物および劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいい

ま魂 )の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故に対しては、共済
金額または10億円のいずれか低い方を限度に共済金をお支払いしま硯

対物事故における相手車両の修理費がその車両の時価額を上回

る場合で、修理費と時価額の差額をお客さまが負担する場合に

補償する特約です。

※「対物超過修理費×過失割合」または50万円のいずれか低い額が限
度となります。

※相手車両が6カ 月以内に修理された場合にお支払いいたします。

:【共済金支払例】

:.:

60万円    40万 円

お客さまの過失割合が70%であった場合

●対物賠償共済金により

60万 円 (B寺 価額)× 70%=42万 円

●対物事故超過修理 費の補償が加わり

40万 円 (超 過修理費)× 70%=28万 円≦50万 円

合計対物共済金  =70万 円 (42万 円+28万円 )

⇒

豊 ◎主な免責事由 (共済金をお支払いできない主な場合) 【相手への賠償共済・対物賠償共済】

●日本国外で生じた事故による損害 ●戦争・外国の武力行使・暴動、台風・洪水。高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって生
じた損害 ●当組合以外の方と約定した加重賠償責任により生じた損害 ●ご契約者、被共済者の故意によって生じた損害 ● (対人賠償共済について)次の

①～⑤いずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって、被共済者が被った損害①記名被共済者②ご契約のお車を運転中の方またはそ
の父母、配偶者もしくはお子さま③被共済者の父母、配偶者またはお子さま④被共済者の業務に従事中の従業員⑤被共済者の使用者の業務に従事中の同僚(た

だし、被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)ただし、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は補償さ
れる場合がありま九 ● (対物賠償共済について)次の①～③いずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被共
済者が被った損害①記名被共済者②ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま③被共済者の父母、配偶者もしくはお子さま など

店舗 (バチンコ店)



芍露卜饉贔凩
自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や

歩行中などに死亡したり、ケガされた場合、普通共済約款の損害額

算定基準に基づき算出した共済金をお支払いしま丸 お支払いの対

象となる事故の範囲は、お選びいただくタイプによつて異なりま丸

1                               甲|1響や,摯●ます:) .Э :補償します × 補償しません

共済金をお支払いする損害

ご契約車に搭乗中の事故で

ケガ※3を した

「他の自動車」※2に搭乗中の

事故でケガ※3を した
歩行中や、自転車乗車中に

自動車にはねられた

■瘍 補償 ○ ○ Э

○ × ×

人身傷害共済をご契約のお客様が自損事故を起された場合、お客様に生 じた総損害額※4に対 し人身傷害共済から、人身傷害共済の

ご契約金額を限度に共済金をお支払いします。

①
※人身傷害共済から損害が補償される場合には、自損事故傷害特約から共済金をお支払いできません。

1今|1警 慎 |IⅢ ⅢI  ● IⅢⅢIと●轟血な泰IⅢⅢ幸そす。   ||||
交通事故で負うたケガなどの総損害額※4をご契約金額の範囲内   示談交渉の経過や結果に関係なく、当組合がご契約者の総損害

で補償しま丸                          額※4に対し直接共済金をお支払いしま魂

事故で相手との過失割合が70:30。
お客様の総損害額が8,000万 円だった場合。(ご契約金額は無制限)

人身傷害をセットしていない 人身傷害をセットしている

「
5,600万 円

相手から賠償

‐

…

‐鴨 中
・・

‐
・・

■■■■■
① 記名被共済者

② 記名被共済者の配偶者

③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族

④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子様

⑤ ①～④以外の方で ご契約車の正規の乗車装置または当該

装置のある室内に搭乗中の方

蜻

檸

鰺

彎
０
諒

●総損害額の例

鶴 蒔

― -55歳
あり (2名の場合) 6,000万 円 1億 1,000万円

な し 5,000万 円 1億 1,000万円

45歳
あり (2名の場合) 7,OOO万 円 1億4,000万 円

な し 6,000万 円 1億4,000万 円

35歳
あり (2名の場合) 7,000万 円 1億4,000万 円

な し 6,000万 円 1億4,000万 円

25歳
あり (2名の場合) 6,000万 円 1億3,000万 円

な し 5,000万 円 1億3,000万 円

※1 ご契約者が「イ固人」の場合は、「傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」をセットすると、ご契約車搭乗中のみ補償となります。

※2 他の自動車には記名被共済者、その配偶者またはその同居の親族が所有または常時使用する自動車を含まないなど一定の条件があります。

※3 ケガの治療を受ける場合には健康保険などの公的制度をご利用ください。

※4 総損害の認定は自動車共済約款にもとづきざ当組合で行わせていただきます。
※5 労働者災害補償制度から給付が受けられる場合は、その給付額を差引いてお支払いします。

●
共済金の

請求
||■  |

辮

0
共済金

支払い

全額補償

当組合がお支払い



入通院が5日未満
―律1万円

入通院が5日以上
傷害の部位、症状に応
じて、「医療共済金支
払額基準」に従い共済
金をお支払いします。

屹籟磋瞼饒贔鸞
ご契約のお車に搭乗中の方 (運転者を含みます)が自動車事故によ

り、事故発生からその日を含めて180日以内に死亡したり、ケガさ

れたり、身体に後遺障害が生じた場合に共済金をお支払いしま丸

電柱などとの衝突または崖から

の転落など、ど契約のお車の運

転者・同乗者が死亡 したり、ケ

ガされた場合で、自賠責共済 (保

険)や人身傷害共済から補償が

受けられない場合に共済金をお

支払いしま丸

医療共済金 (吉5位・症状別払):入 通院が5日 以上の場合
●頸部捻挫の場合…5万円 ●上肢(手指を除く)骨折の場合…30万円など 詳しくは代理所または当組合までお尋ねくださぃ。

対人賠償共済に自動セット

搭乗者傷害共済の医療共

済金 (吉5位・症状別払)の
額を2倍にしてお支払いし

ます。

ご契約のお車がバスの場合は本特約をセットすることはできま

せん。

対人賠償共済に自動セット

相手方が不明・無共済 (無保険)自動車との事故でご契約のお

車の運転者・同乗者が死亡または後遺障害が生じた場合で、相

手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いし

ます。

1死亡 。後遺障害の場合のみ共済金をお支払いしま魂 ケガのみの場

合にはお支払いできません。

2記名被共済者が「個人」の場合、歩行中などでの無共済 (無保険)自
動車事故でも共済金をお支払いしま魂

人身傷害共済をご契約の場合、ご契約のお車の人身傷害共済か

ら総損害額に対して共済金をお支払いしま魂 (自 損事故傷害特

約から重ねて共済金をお支払いすることはできません。)

相手の方が負担すべき損害賠償額についてすでに人身傷害共済
金が支払われている場合は、そのお支払額を差し引いてお支払
いします。

◎主 な免 責事 由 (共済 金 をお支払 い で きな い主 な場合 )【 ご自身とご家族の補償 (人身傷害共済・搭乗者傷害共済など)】

●日本国外で生じた事故による損害または傷害 ●戦争・外国の武力行使・暴動、台風 ,洪水・高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料
物質等によって生じた損害または傷害 ●被共済者の故意または極めて重大な過失によってその本人に生じた損害または傷害 ●異常かつ危険な方法で
自動車に搭乗中に、その本人に生じた損害または傷害 ●自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害ま
たは傷害 ●無免許運転、酒酔い (ア ルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)運転、麻薬等使用により正常な運転がで
きないおそれがある状態での運転によりその本人に生じた損馨または傷害 ●被共済者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた
損害または傷害 ●共済金を受け取るべき方の故意または極めて重大な過失によって生じた損害または傷害 (そ の方の受け取るべき金額部分)など

①

豊

死亡された場合にお支払いしますも(ご契約金額限度)

シートベルト (チ ャイルドシートを含む)を使用中の方が死亡され
た場合にご契約金額の30%(300万円限度)をお支払いします。

後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じてお支払いします。

重度の後遺障害で、かつ介護が必要と認められた場合、ど契約金額
の10%(100万円限度)を お支払いします。

(重度後遺障害特別共済金をお支払いする場合)別途、後遺障害共
済金支払額の50%(500万円限度)をお支払いします。

死亡された場合に、1,500万円お支払いします。

後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じて
50万～2,000万 円をお支払いします。

所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認め

られる場合に、200万円をお支払いします。

入通院した場合に、平常の生活または業務に従

事できる程度になおつた日までの日数に応 じ

て、次の金額をお支払いします(100万円限度)。

入院日数1日 につき6,000円

通院日数 1日 につき4,000円



車両共済
衝突、接触等の偶然な事故により、ど契約のお車に損害が生じた

場合に共済金をお支払いしま魂 車両共済でお支払いの対象とな

る事故の範囲は次の3タイプからお選びいただけま丸

偶然な事故全般について補償します。

|

「車対車衝突危険限定特約」と「車両危険限定特約」をセットし、事故の範囲を限定して補償します。ただし、自動車との衝突・

接触事故の場合は、相手自動車とその運転者 (ま たは所有者)が確認できた場合に限り共済金をお支払いします。

車対車
「車対車衝突危険限定特約」をセットし、相手自動車との衝突・接触事故に限り、共済金をお支払いしま魂 ただし、相手自動車
とその運転者(または所有者)が確認できた場合に限り共済金をお支払いしま硯

共済金を

お支払いする

損害

車同士の事故

(衝突・接触)

積載物との事故

(衝突・接触 )

自転車との事故

(衝突・接触 )

飛来物・落下物

との衝突

火災・爆発  1   盗

○ ○ ○ ○ ○ O(二輪 原付を除く)

○ (条件付) ○ (条件付) × ○ ○ ○ (二輪 原付を除く)

車対車 ○ (条件付) ○ (条件付) × × × ×

共済金を

お支払いする

損害

落書・いたずら・

窓ガラス破損

悛
躙

台風 。たつ巻

高潮・こう水

あて逃げ

(相手車不明)

M
車庫入れ失敗 電柱・ガードレール

衝突・接触

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × × × ×

車対車 × × × × × ×

○ 1補償します  × :補償しません
○ (条件付):事故相手の自動車の登録番号等、所有者、運転者等が確認できた場合に共済金をお支払いします。

自家用8車種の車両共済に自動セット 酢霧 i議:撻聾墨   自家用8車種の車両共済に自動セット      購鋼 勝
=警

韮灯

清1鋼■■ ‐  叫
|‐全損時・修理時諸費串IⅢⅢ■

衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じ

た場合に、次の共済金をお支払いしま丸 ただし、ご契約の車両

共済のお支払い対象となる事故の場合に限りま幌

全損時諸費用共済金

ご契約のお車が全損
※
となる場合に、ご契約の車両共済金額の

10%(40万円限度)をお支払いしま魂

修理時諸費用共済金

全損
※
以外の場合で、ご契約のお車の損害額 (修理費)が50万円

以上となるときに、損害額 (修理費)の5%(10万円限度)をお

支払いしま硯

※全損とは、ご契約のお車の修理費が共済金額以上となる場合、ご契約
のお車が盗難され発見されなかつた場合をいいま硯

ご契約者様と当組合との間で、契

約締結時における市場販売価格相

当額をご契約のお車の価額として

協定し、その価額を共済金額とし

て定めま丸 共済期間内は、実際

の車両時価額に関係なく、協定し

た車両価額を限度として共済金を

お支払いしま魂



崎
ご契約のお車が事故により使用

不能となり、代替交通手段とし

てレンタカー等を借入れた場合

に、最大30日 間、1日 あたり共

済金日額を限度として実費をお

支払いしま茂

車両事故によりご契約のお車が自力走行できなくなった場合に、
ご契約者等がご負担された費用をお支払いしま現

Oo

代車費用特約 (実損払)および事故付随費用特約は、車両共済
にセットする特約とし、特約のみを単独でお引受けすることはで
きません。また、ご契約の車両共済のお支払い対象となる事故
が生じた場合に適用となりま魂

この特約はセットされま

中

飲食費用を含みません。
ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファー
ストクラス等の利用により通常の交通費を超過した金額は
含みません。

車両損害共済金でお支払いする、事故現場からもよりの修
理工場等に搬送するための費用は含みません。また、盗難
にあったお車を引き取るための費用も含みません。
被共済者の死亡した日または入院の開始日からその日を
含めて31日 以内の期間内に提供されるものに限りま魂

①  糞l

※3

豊 ◎主な免責事由 (共済金をお支払いできない主な場合)【お車の補償 (車両共済)】

●日本国外で生じた事故による損害 ●戦争・外国の武力行使・暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって生じた損害 ●
ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意によって生じた損害 ●無免許運転、酒酔い (アルコールの影響により正常な運転ができないお
それがある状態をいいま丸 )運転、麻薬等使用により正常な運転ができないおそれがある状態での運転により生じた損害 ●詐欺または横領によって生じ

庫夏に1:鶴尾ξ『1=瑞り麟饒奪為菖1行猶讐
よ[鯰革冦 鳳所ξ子詈l夕′』場晶冒誓腎物1%雹耀

盗難は除きます)●法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害 など

鸞 ,

臨時にホテル等に宿泊した1泊分の費用※1

をお支払いします。(1万円/1名 )

事故現場から自宅など当面の目的地への移
動の際の交通費※2をお支払いします。

(2万円/1名 )

写
ご契約のお車の搬送や、修理後の引取費用
※3についてお支払いします。(15万円限度)

で
キヤンセルした旅行やコンサー トの費用※4
を1回 の事故につき50万円を限度にお支払
いします。

ご契約のお車が盗難により使え

なくなつた場合に、ご契約者ま

たはご契約のお車の所有者が警

察に盗難の届出をされたときに

限り、所有者に対し共済金をお

支払いしま魂

車両共済を車対車でご契約の場合は、
せん。

ご契約のお車が、二輪自動車または

原付の場合、盗難による損害につい

ては車両共済の共済金はお支払いし

ません。

ご契約のお車が発見されるまでの間に生じた損害やご契約のお

辱2臭蒻 霧 健 i毀鳥翼ξ驚吻
よつ  ※4



記名被共済者について

記名被共済者は、ど契約のお車を主に使用される方1名 または1法人を設定してください。
記名被共済者は、対人・対物賠償共済や人身傷害共済など補償を受けられる方の範囲を決定したり、特約を
セットするうえでとても重要な事項です。
また共済期間の途中でお子様が独立し別居するなどお車を主に使用される方が変更となる場合は必ず
代理所または当組合にご通知ください。

儡
…

記名被共済者とそのご家族※1が他人の自動車※2を臨時に借用して

運転中に生じた事故に対し、ご契約者の自動車共済からご契約者

のお車を運転中の事故と同様のご契約条件で共済金をお支払いし

ます。

借りたお車の共済契約

等に優先してお支払い

します。

●対人賠償共済 ●対物賠償共済 ●自損事故傷害特約

●臨時費用特約 ●車両共済※3

※1「ご家族」とは、記名被共済者の配偶者、記名被共済者または
その配偶者の同居の親族、別居の未婚の子 (婚姻歴のない方)

をいいま魂
※2「他人の車」とは、次のいずれにも該当しない自家用8車種の自

動車をいいま魂

① 記名被共済者 言己名被共済者の配偶者 言己名被共済者もしく
はその配偶者の同居の親族が、所有または常時使用する自動車

② 言己名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子 (婚姻歴のな
い方)(以下「当該未婚の子」)が、所有または常時使用する車を

当該未婚の子が自ら運転中の場合はその自動車
※3 他人のお車の損害はご契約のお車に車両共済がセットされてい

る場合のみ、補償されま魂 ただし、ご契約のお車の補償範囲
に限りま魂

鼈
…

_

ご契約のお車を車検・修理・点検整備等のため1多理工場等に入

庫の間、代替自動車を運転中に生 じた傷害・損害に対 し、ご契

約のお車の条件で共済金をお支払いします。

●対人賠償共済  ●対物賠償共済 ●車両共済

●人身傷害共済  ●搭乗者傷害共済  ●自損事故傷害特約

●無共済車傷害特約  ●臨時費用特約

臨時代替自動車の損害はご契約のお車に車両共済がセットされ

ている場合のみ、補償されます。ただし、ど契約のお車の補償

範囲に限ります。

記名被共済者とそのご家族が125cc以

下の原付 (借用原付含む)を運転中の事故

についで ご契約の自動車共済から共済

金をお支払いしま魂 補償される事故の

範囲は2タイプからお選びいただけま丸

当組合がお客様に代わつて示談交

渉ができないときなどにお役に立

ちます。

被共済者が自動車事故により身体

や所有財物への被害を受けた場

合、損害賠償のために弁護士等費

用や法律相談費用を負担した場合

に共済金をお支払いしま魂

弁護士等費用共済金

当組合の同意を得て支出される弁護士報酬・司法書士報酬・行

政書士報酬や訴訟費用等について、対象事故 1回 につき、被共

済者1名あたり300万円を限度にお支払いします。

法律相談費用共済金

弁護士・司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、当組

合の同意を得て支出される法律相談費用についで 対象事故1回

につき、被共済者 1名あたり10万円を限度としてお支払いしま硯

●対人賠償共済金

●対物賠償共済金

●人身傷害共済金

●自損事故共済金

人身傷害なし
●対人賠償共済金

●対物賠償共済金

●自損事故共済金

口



ご契約のお車を廃車・譲渡等によ

り新規取得自動車と入れ替える際、

入替自動車の取得 日の翌 日から

30日 以内に当組合へ入替の承認

請求を行うなど所定の条件をみた

した場合には、入替自動車をご契

約のお車とみなしま硯

1驚量:驚驚ゞ優量1鸞鷺1量欝露鷲量:嬌豊苺』量ξ慢露傷燿量薔饉竃璧電櫂量鷲橿竃:橿饉:驚亀:11 鶉厖笙氣_
お車を運転中の事故で、次の方々が運転される場合に限り共済
金をお支払いします。(3%割引)

① 記名被共済者

② 記名被共済者の配偶者

③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子様

(婚姻歴のない方)

尖

… 軋奎婁鯰_
お車を運転中の事故で、記名被共済者またはその配偶者の方が

運転される場合に限り共済金をお支払いしますズ 7%割引)

ご契約者に損害賠償責任がある対人賠償事故で 被害者が死亡
したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以
上要する場合に、見舞費用等として共済金をお支払いしま魂

●お支払い共済金の額 (1事故・被害者 1名 あたり)

叫 1華華驀驀鮨僚攣炸儡|

お車を運転中の事故で、運転者の年齢条件を満たす年齢の方が
運転する場合に限り共済金をお支払いします。

① 運転者年齢21歳以上補償
② 運転者年齢26歳以上補償 (原付除く)

③ 運転者年齢30歳以上補償 (原付除く)

④ 運転者年齢35歳以上補償 (原付除く)

ただし、契約のお車が原付の場合、年齢問わず補償、21歳以上
補償のいずれかとなります。

※臨時費用特約における「後遺障害」とは、普通共済約款〈別表 1〉 後遺
障害等級表に記載の後遺障害第1級、第2級および第3級 のいずれか
に該当する後遺障害をいいま硯

●お支払い対象者…損害賠償責任を負われる方 (マイカーを運転時の事
故の場合、通常運転者にお支払いしま硯 )

●運転者に関する条件…運転者の範囲設定に関する特約 (運転者年齢
条件特約)がセットされている場合で、条件外の方が起した対人賠償
事故の場合は、対人賠償共済からは共済金をお支払いできませんが、
臨時費用共済金はお支払いしま魂

初 回共 済 掛 金 の 口座 振 替 に関する特 約 魃
共済契約のお申し込みと口座振替依頼書の提出を共済期間の
始期日の属する月の前月末までに行つていただく場合、ご契約時
の初回共済掛金を現金でお支払いいただく必要はありません。
初回共済掛金は、共済証書に記載されている所定の払込期日(金

融機関所定の振替日)に ご指定の口座より振り替えさせていた
だき、補償は共済契約始期日より開始されま硯

共 済 掛 金 分 割払特 約

共済掛金の払込回数を5・ 10・ 11回からお選びいただけま魂
初回共済掛金はご契約と同時にいただきますが、2回目以降の共
済掛金は共済証書記載の毎月所定の払込期日までにお払込みく
ださい。(口座振替払の場合は、金融期間所定の振替日になりま
魂 )ただし、分割払いの共済掛金は一時払いに比べて お払込
み方法の別により5%または10%割増された金額になりま魂

共
済
掛
金
の
払
込

運転者年齢条件
が適用される方

①記名被共済者

②記名被共済者の配偶者
③記名被共済者またはその配
偶者の同居の親族

④上記の方が営む業務に従事
中の従業員

⑤被共済自動車の所有者が法
人の場合で、記名被共済者
がその法人の役員等になつ

ているときは、その法人の

業務に従事中の従業員

すべての方

補償の範囲

上記の方が、お車を運転中の

事故については、運転者年齢
条件を満たす場合に限り共済
金をお支払いしま魂
上記以外の方が、お車を運転
中の事故については、運転者
年齢条件にかかわらず共済金
をお支払いしま魂

お車を運転中の

事故については、

運転者年齢条件
を満たす場合に

限り共済金をお

支払いしま視

181日 以上

||‐澤
=免

許資格取得に対する自‐動補償 ||

n3名被米済者が個人のご契約ζ 運転者年齢条件IF該当しない方

鴛由趙纂勒馨き翼l内鷹「

鰤警郡聯観覆r■|‐③
lI鋼颯   務}

111』;竃駆i'鰍:」儘i象損書峯債讐[を瞥|
■ 担することによって被る損害に対して共済金を支払う場合に
|||‐適用される特約を含みま魂

他車運転特約※2に規定する他の自動車をいいま魂
免許取得日が共済期間の初日以前である場合は、共済期間
としま魂

紗
苅

目



1甲11り手
自家用小型柔円車|

輻 11 魃
初年度登録 (検査)年月から共済契約始期年月まで

の経過月数が25ヶ 月以内のお車に適用します。

=集
機1蠅 |||||||‐

‐‐鞭 糧IR藤熙黎
ご契約のお車が電気自動車※1、 ハイブリッド車※2または圧縮天然ガス自動車※3の いずれかの場合で、初年度登録 (検査)年月から

共済契約始期年月までの経過月数が13ヶ 月以内のお車に適用します。

※1 電気自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「電気」と記載がある自動車
※2 ハイブリッド車とは、自動車検査証の「備考」欄に「***式ハイブリッド自動車」または「ハイブリッド車」と記載のある自動車
※3 圧縮天然ガス自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「CNG」 と記載のある自動車

1鞭
ご契約のお車が消費税の優遇される対象自動車 (「運転補助装置を装備する自動車」または「車いす等昇降装置および車いす等固定装

置を装備する自動車」)である場合に適用します。(エコカー割引と福祉車両割引の両方を重ねて適用することはできません。)

ご契約のお取扱方法には、ノンフリー ト契約およびフリー ト契約があります。

ノンフリー ト契約およびフリー ト契約の別に、共済契約に適用される割引・割増が異なります。

:割引・割増は、臨時費用特約、弁護士費用特約および原付バイク特約の共済掛金には適用されません。
:共済金の支払対象事故が起こつた場合は、継続されるご契約の等級が事故1件につき3つ下がりま魂
:「 フリート割引・割増率」は、所定の計算方法により算出した損害率により決定され、前契約のない新契約を含むすべてのご契約に対しても適用さ

れま魂 なお、臨時費用特約および弁護士費用特約の共済掛金と支払共済金は、前記損害率の算定には算入しません。

:「 フリート新規契約等級」は、前契約のない新契約に適用されま魂 所定の共済成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されている等級の

合計から所定の方法で計算した後の等級をいいま魂

フンヤ|り■卜椰 ■響:構‐
①共済期間の初日が平成24年 10月 1日 ～平成25年 9月 30日 のご契約の割引・害」増率

(注 )等級ダウン事故が発生した後に中途更改を行う場合など、(B)の「事故有」の割引率を適用する場合があります。

②共済期間の初日が平成25年 10月 1日 ～平成26年9月 30日 のご契約の割引・割増率

１

２

３

　

４

※

※

※

　

※

/S/7'■軸

●ノンフリート等級別割引 :割増 ※2
(1等級～20等級)

●複数所有新規害1引    ‐   |
(対象 :自家用8車種のご契約)

〈5台～9台をご契約の場合〉
ノンフリート多数割引 (5%)

フリ■|卜契約
ご契約台数が

10台以上のお客様

●フリー ト割引 。割増 ※3
(10台以上をご契約の場合〉

フリー ト多数割引 (10%)●ノンフリー■卜等級別害J引・割増 ※2
●フリート新規契約等級 ※4

騨

螂
64 28 12 2 13 19

28 40 41 43 46 47 48 49 50 52 55 57 59 63

議 % 20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44



③共済期間の初日が平成26年 10月 1日 ～平成27年 9月 30日のご契約の害り引・割増率

冊

…

無事‐故|%

64 28 12 2 13 19
29 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 55 57 63

事故有% 20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44

④共済期間の初日が平成27年 10月 1日以降のご契約の害」引・割増率

害贈 計 |■■

報

無事故%
64 28 12 2 13 19

30 40 43 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 63

事故有% 20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44

1新鋼ご鵜みの場翁|

共済期間の初日が平成24年 10月 1日 ～平成25年 9月 30日 の
ご契約の害り引・害J増率

共済期間の初日が平成25年 10月 1日以降の

ご契約の害1引 ・割増率

難事絞実績も層:き継ぎます■

他の保険会社 (」A共済・全労済等を含みま魂 )での

無事故による割引が無駄になりません。

1饗蛉覇奪語鮨 ‐憮憮鸞震資|

共済期間の初日が平成24年 10月 1日 ～平成25年9月 30日 の
ご契約の割引・割増率

共済期間の初日が平成25年 10月 1日以降の
ご契約の割引・割増率

(16等級 ) ¨

等級 |―
年齢条件対象外のお車 6D 0

35歳以上補償 5

1剖引30歳以上補償 5

26歳以上補償 5

21歳以上補償 10
割増

年齢を問わず補償 25

瓢

年齢条件対象外のお車 28

調

35歳以上補償| 28

30歳以上補償 28

26歳以上補償 28

21歳以上補償 15

年齢を問わず補償 10

訓

年齢条件対象外のお車 6D 4 割増

35歳以上補償 9

調30歳以上補償 9

26歳以上補償 9

21歳以上補償 3
割増

年齢を問わず補償 28

W
…年齢条件対象外のお車 39

調

35歳以上補償 40

30歳以上補償 40

26歳以上補‐償 40

21歳以上補償

年齢を1問わず補償 割増

他損保で
無事故だと

ご契約のお取扱いには、「集団団体」および「従業員団体」の方法がありま丸
いずれの団体も、お取扱いに際しては所定の条件がありま魂 詳しくは代理所または当組合にお尋ねください。

団体割引1はノンフリート多数割引、フリート多数割引と重ねて適用できません。団体割引2はフリート契約(A方式)には適用できません。
「共済成績による割弓K団体割引2)」 とは、所定の共済成積計算期間における当該団体の損害氣 お払込共済掛金の額とお支払共済金の額との比率)

により決定されま魂 詳しくは、代理所または当組合までお尋ねください。

１

２

※

※

mlllト

岬 鶏

団
体

集団団体

同一の目的により設立され、代表者の

定めがあり、かつ、団体構成員が常時

明確に把握されている協同組合等

あ り 集団扱契約

10～ 19台

20台以上
％
賜

総契約台数1,000台

以上の団体が対象と

なります。 ※2

な し
一般の契約のお取

扱に準じます。

従業員‐団体

企業体 (ま たは官公署)に勤務し、毎

月給与の支払を受けている従業員 (ま

たは職員)か ら構成された団体

あ り 団体扱契約

な し
一般の契約のお取

扱に準じます。



自動車共済ロー ドサービス専用

フリーダイヤル (通話料無料 )

24時間・年中無休
※携帯電話からでもご利用いただけます。

ご契約のお車

ご契約内容

サービス

ご契約のお車 (共済証書記載のお車)

自家用普通乗用車

自家用4ヽ型乗用車

自家用軽四輪乗用車
レンタカー・教習車を除く。

自家用4ヽ型貨物車  自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車 (最大積載量05t超 2t以下)

自家用普通貨物車 (最大積載量05t以下)

特種用途自動車 (キ ャンピング車)

左記以外のお車

ご契約の内容 (注 ) ご契約の内容 (注 )

にかかわらずご契約あり ご契約なし

緊急電話サポー ト

ロードサービス 勢 響

〆……Ⅲ……̈……り………・¨¨ ‐…Ⅲ…̈ …・ ‐‐‐…‐………Ⅲ…‐……¨̈…….

日 ロ ー ドサ … ビ ス (自 宅駐車場OK)

事故や自動車の故障の際、トラブル現場に急行し、

応急処置 (クイツクサービス)やお車のけん引・搬送

等を行いま魂 ただし、自動車共済□―ドサービス

をご利用になつた場合に限りま魂

下記①～⑦以外はすべてご利用者の負担
になりますことご了承ください。

(注)人身傷害共済または車両共済をセットしたご契約とします。

/・
つ仰̈⑮………̈ ¨̈…………̈‐‐‐一……∝――一…………… ……………………………・̈ ‐̈・‐̈‐̈…… …̈‐‐‐‐………‐‐―‐ ―――――.

■緊急電話サポート 電話にてサービスをご提供します。

①応急処置・修理の技術に関するアドバイス

②電話による出張応急修理の出動手配

③トラブル車両保管手配

④ご家族等への緊急連絡代行・手配の代行

⑤代替交通機関 (鉄道・タクシー等)の案内・手配

⑥宿泊施設の案内・手配

⑦24時間営業ガソリンスタンド等の案内

左記③～⑥は、自動車のトラブル

時のみご利用できま硯

出張応急修理 車両搬送 車両の

一時預り等に要した費用、代替交

通手段の運賃等、宿泊費等はすべ

て ご利用者の負担になりま硯

連絡先 :ご契約の代理所または下記までご連絡ください
パ パ  ム ジ コ

陽隕。0120-88-6250
受付時間 :365日 24時間

颯鬱麟 靡雛 雲[轟 レンタカー・教習車を除く。

自家用8車種で、(注)のご契約内容の場合、以下
のロードサービスを無料でご利用いただけま硯
ただし、クレーン等を使用する特殊作業を伴う
場合は有料となりま魂

①キー閉じ込み開錠 (一般シリンダーの開錠)

②バッテリージヤンピング

③スペアタイヤとの交換

④現場対応可能な応急修理作業 (現場対応が可
能な30分以内の作業)

⑤落輪、脱輪の引き上げ (1輪のみの落輪・脱輪
で、通常の機材での引き上げ可能なもの)

⑥事故・故障により自力走行不能となつたお車のけん

引・搬送(事故・故障1回につき30kmで一輸送限り)

⑦ガス欠の場合は燃料102を無料でお届けいた

…………………………ン
ノ

8017-739-0588

80178-71-3381

8019-637-5716

8022-264-1188

8018-824-1320

8023-685-6166

●024-539-7377

80246-35-6430

ご契約の変更や事故の場合などは

CDその他重要事項

■青森県サービスセンター

〒0300843青森市大字浜田字豊田139-21
■八戸オフイス

〒031-0071 八戸市沼館3-1-12
■岩手県サービスセンター

〒0200891紫波郡矢巾町流通センター南2-8-3
■宮城県サービスセンター

〒980-0011仙 台市青葉区上杉1915
■秋田県サービスセンター

〒0100951秋 田市山王3-1-48 山王善商ビル

■山形県サービスセンター

〒990-2161山 形市大字漆山字行段1422
■福島県サービスセンター

〒9601108福島市成川字西谷地12-1阿部ビル301

■いわきオフィス

〒9708026い わき市平字尼子町1-21

●代理所は、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・共済推卜金等領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っておりま丸

従いまして代理所とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当組合と直接契約されたものとなります。

●自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会Jと再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっていま丸

●組合は異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。

●このパンフレットは、自動車共済の概要を記載したもので丸 なお、ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書Jをお読みください。また詳しくは、代
理所または当組合にお尋ねください。

●ご契約者以外に補償の対象となる方 (被共済者)がいらっしゃる場合には、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。

0東 北自動車共済協同組合 体制〒98餅0釧 1備縮剋レ丁目凶弱
口   丁巨L022-264-1188 FAX 022-264-1166

連絡先 :事故受付専用フリーダイヤル
24●間  ム ジ コ

鰤 。0120-24-6250
受付時間1365日 24時lal ぃっでも、全国どこからでも通話料無料でこ利用いただけます。

連絡先 :「お客様
学

談コ
て

ナー
与 ロ ィチバン

陽塚。0120-78-3261
受付時間 :午前9時～午後5時 (土 日・祝日および12月 29日～ 1月 3日 を除く)

あるいは直接

〒980-0011仙 台市青葉区上杉一丁目14番2号

宮城県中小企業共済協同組合
TEL 022-263-1265  FAX 022-267-2878

●お問い合せ お申し込みは

(T」 K(→茉)01  20128)-02


